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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消化管の病変部を内視鏡的に切除するために粘膜下層内に先端部が挿入されて粘膜下層
を剥離する粘膜下層剥離処置具であって、
　管路が軸方向に延びて設けられ基端側に前記管路と連通された注入口が設けられた処置
具本体と、
　前記管路の先端側に配設され、前記注入口から供給された流体によって膨張可能な膨張
部とを備え、
　前記処置具本体の先端近傍に、横断面形状が長方形状をなし一定の方向へ曲がるような
断面特性を有する板材を有し、柔軟限界と硬質限界との間の外力が加わった際に湾曲変形
する柔軟部が設けられていることを特徴とする粘膜下層剥離処置具。
【請求項２】
　前記柔軟部が、前記処置具本体の最先端部に設けられていることを特徴とする請求項１
に記載の粘膜下層剥離処置具。
【請求項３】
　内視鏡のチャンネルに挿入されて使用される際に、内視鏡の先端から突出される突出長
以上に、前記柔軟部の長さが設定されていることを特徴とする請求項１または２に記載の
粘膜下層隔離処置具。
【請求項４】
　前記柔軟部が、湾曲するときに一定曲率のカーブを描くように、前記処置具本体の長さ
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方向に沿ってほぼ一定の曲げ剛性を有していることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か一項に記載粘膜下層剥離処置具。
【請求項５】
　チャンネルを有する内視鏡と、
　前記チャンネルに挿入される請求項１～４のいずれか１項に記載の粘膜剥離処置具とを
備えることを特徴とする粘膜下層剥離処置具システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消化管の病変部を内視鏡的に切除するための粘膜下層剥離処置具及びそのシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　消化管病変の一般的治療法として、内視鏡的に病変を切除する内視鏡的粘膜切除術（Ｅ
ＭＲ：Endoscopic Mucosal Resection）がある。
　その中でも「切開・剥離法」として、高周波メス等の高周波切開具を用い病変部の外側
の正常粘膜を全周切開し、その後、粘膜下層を剥離して切除する方法が紹介されている（
例えば、非特許文献１参照。）。
　なお、このような高周波メスの他の形態として、別の治療に使用するものが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【非特許文献１】小野裕之、他３名、「早期癌に対するＩＴナイフを用いたＥＭＲのコツ
」、消化器内視鏡、消化器内視鏡編集委員会、株式会社東京医学社、２００２年１１月、
第１４巻、第１１号、ｐ１７３７－１７４０
【特許文献１】米国特許第２００１／００４９４９７Ａ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　　しかしながら、上記従来の粘膜下層剥離処置具システムで「切開・剥離法」を行って
切開・剥離を行う際、粘膜下層には多数の血管が走行しているため、これらの血管近傍で
は高周波メスに高周波を供給する高周波焼灼電源装置の出力設定を随時変えて行う等の特
別な配慮が必要となり、手技時間が長くなってしまうという問題がある。
　　また、高周波メスによる切開・剥離は、切開対象部分への高周波エネルギーによる熱
損傷を防止しながら、適度な切れ味を実現させるため、ナイフの当てる強さ・角度、ナイ
フを移動するスピード等を適切にコントロールする必要があり、手技が難しいという問題
がある。また、高周波メスや剥離バルーン等の粘膜下層剥離処置具を粘膜下層に挿入する
際にも、所定深さ以上に挿入しないよう充分に留意しなければならないという問題がある
。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、病変部に対して所定の角度で挿入する
際、誤って強い力で挿入したとしても、粘膜下への所定深さ以上の挿入を防止することが
でき、術者の技量に左右されることなく簡便な方法で粘膜下層へ挿入することができる粘
膜下層剥離処置具及びそのシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　本発明に係る粘膜下層剥離処置具は、消化管の病変部を内視鏡的に切除するために粘膜
下層内に先端部が挿入されて粘膜下層を剥離する粘膜下層剥離処置具であって、管路が軸
方向に延びて設けられ基端側に前記管路と連通された注入口が設けられた処置具本体と、
前記管路の先端側に配設され、前記注入口から供給された流体によって膨張可能な膨張部
とを備え、前記処置具本体の先端近傍に、横断面形状が長方形状をなし一定の方向へ曲が
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るような断面特性を有する板材を有し、柔軟限界と硬質限界との間の外力が加わった際に
湾曲変形する柔軟部が設けられていることを特徴とする。
　ここで、柔軟限界とは、それ以上軟らかくなると粘膜下層へ挿入できなくなる限界をい
い、硬質限界とは、それ以上硬くなると粘膜下層の下側の固有筋層に穿孔を来すおそれが
出てくる限界をいう。
【０００６】
　この粘膜下層剥離処置具では、処置具本体の先端近傍に、柔軟限界と硬質限界との間の
外力が加わった際に湾曲変形する柔軟部が設けられているため、粘膜下層剥離処置具が粘
膜下層に挿入される際、誤って強い力で挿入されたとしても、柔軟部が湾曲して挿入され
る際の力を逃がす。このため、粘膜下層剥離処置具の挿入による穿孔のおそれを低減でき
る。
【０００７】
　また、本発明に係る粘膜下層剥離処置具は、前記柔軟部が、前記処置具本体の最先端部
に設けられていることを特徴とする。
　この粘膜下層剥離処置具では、柔軟部を最先端部に設けており、中間部に設ける場合に
比べ、粘膜下層剥離処置具の基端側に与えられる操作押圧力を先端側に十分伝えることが
できる。このため、柔軟部を設けたが故に挿入の際の操作性が低下するといった事態を防
止することができる。
【０００８】
　　また、本発明に係る粘膜下層剥離処置具は、内視鏡のチャンネルに挿入されて使用さ
れる際に、内視鏡から突出される突出長以上に、前記柔軟部の長さが設定されていること
を特徴とする。
　この粘膜下層剥離処置具では、柔軟部の長さがある程度長く設定されているため、粘膜
下に挿入される際の力を、粘膜下層剥離処置具の長さ方向に沿った広い範囲で逃がすこと
ができる。このため、粘膜下層剥離処置具の挿入による穿孔のおそれを、より一層低減す
ることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る粘膜下層隔離処置具は、前記柔軟部が、湾曲するときに一定曲率の
カーブを描くように、前記処置具本体の長さ方向に沿ってほぼ一定の曲げ剛性を有してい
ることを特徴とする。
　この粘膜下層剥離処置具では、粘膜下に挿入する際、柔軟部が安定した湾曲特性を発揮
するから、湾曲時の粘膜下層剥離処置具の先端の挙動をある程度予測することができる。
このため、粘膜下層剥離処置具の先端を所望個所に確実に挿入することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る粘膜下層剥離処置具は、前記柔軟部が、一定の方向へ曲がるような
断面特性を有することを特徴とする。
　この粘膜下層剥離処置具では、挿入時の姿勢を制御することにより、柔軟部の湾曲方向
を決定できる。このため、予め、挿入時の姿勢を制御することによって、湾曲する柔軟部
の先端を、粘膜下層の下側の固有筋層に平行となるように調整できる。この結果、湾曲し
た後であっても、穿孔を来すことなく先端部の粘膜下層への挿入操作を継続して行うこと
ができる。
【００１１】
　　また、本発明に係る粘膜下層剥離処置具システムは、チャンネルを有する内視鏡と、
前記チャンネルに挿入される請求項１～５のいずれか１項に記載の粘膜剥離処置具とを備
えることを特徴とする。
　この粘膜下層剥離処置具システムでは、内視鏡を用いた、例えば消化管の病変部の削除
等の手技の際に、誤って強い力で粘膜下層剥離処置具を粘膜下層へ挿入したとしても、こ
の挿入による穿孔のおそれを低減できる。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明によれば、粘膜下層剥離処置具を粘膜下層に挿入する際、誤って強い力で挿入し
たとしても、柔軟部が湾曲して挿入の際の力を逃がすことができ、もって、粘膜下層剥離
処置具の挿入による穿孔のおそれを低減できる。このため、術者の技量に左右されること
なく、簡便な方法で粘膜下層剥離処置具の粘膜下層への挿入を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明に係る第１の実施形態について、図１から図１７を参照しながら説明する。
　本実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システム１は、図１に示すように、内部にチャン
ネル２が配置されて図示しない管腔器官に挿入される挿入部３を有する内視鏡５と、可撓
性を有し、挿入部３のチャンネル２に挿入されて、このチャンネル２から突出する先端が
、管腔器官の粘膜下層に挿入されて管腔器官の病変部下の粘膜下層を剥離する剥離バルー
ン（粘膜下層剥離処置具）６とを備えている（図４参照）。
【００１４】
　内視鏡５は、チャンネル２の先端側開口が前方へ向く、いわゆる直視タイプのものであ
る。また、内視鏡５は、挿入部３の先端側の湾曲操作を行う操作部９を基端部に備えてお
り、この基端部には前記チャンネル２につながる鉗子口９Ａが配置されている。
【００１５】
　剥離バルーン６は、消化管の病変部を内視鏡的に切除するために粘膜下層内に先端部が
挿入されて粘膜下層を剥離するものである。剥離バルーン６は、図２～図４に示すように
、管路１０が軸方向に延びて設けられ基端１２ａ側に管路１０と連通された注入口１１が
設けられた処置具本体１２と、処置具本体１２における管路１０の先端１０ａ側の外周に
配設され、注入口１１から処置具本体１２との間の隙間１３Ａ内に供給された気体又は液
体（流体）によって膨張可能なバルーン１３とを備えている。
【００１６】
　バルーン１３で覆われた処置具本体１２の側面には、管路１０とバルーン１３とを連通
させる連通孔１５が隙間１３Ａに向けて設けられている（図３参照）。管路１０の先端１
０ａは封止部材１６によって封止されており、管路１０内に供給された気体又は液体は管
路１０の先端１０ａから漏れることなく連通孔１５を通してバルーン（膨張部）１３へ流
通される。
【００１７】
　　　処置具本体１２には、高周波メス２２を貫通可能な挿通路１８が管路１０に沿って
配されている。
　　　この挿通路１８は、粘膜下層に注入する液体が流通可能とされ、基端側に液体を供
給するシリンジと接続可能な注液口（図示略）が設けられ、供給された液体の流路として
も使用可能とされている。
【００１８】
　　　処置具本体１２の最先端部には柔軟部２０が設けられている。この柔軟部２０は、
先端に向かって漸次外径が縮小された形状に形成されている。柔軟部２０の強さは、柔軟
限界と硬質限界との間の外力が加わった際に湾曲する値に設定されている。
　ここで、柔軟限界とは、それ以上軟らかくなると粘膜下層へ挿入できなくなる限界をい
い、硬質限界とは、それ以上硬くなると粘膜下層の下側の固有筋層に穿孔を来すおそれが
出てくる限界をいう。
【００１９】
　柔軟限界と硬質限界について補足説明すると、図１７に示すものは、先端部の外径を種
々変えたカテーテルを用い、これらカテーテルを豚の大腸に挿入するときの、柔軟限界と
硬質限界を測定した例である。
【００２０】
　すなわち、先端部の外形が０．８ｍｍのカテーテルを例に挙げると、このカテーテルを
１．７Ｎに満たない力量で豚の大腸に挿入しようとしても、力量が小さすぎて実際には挿
入できない。一方、１．７Ｎ以上の力量で挿入する場合、豚の大腸の粘膜下層への挿入は
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可能となるが、その場合、２．５Ｎを超える力量で挿入すると、粘膜下層の下側の固有筋
層をも穿孔してしまう。
【００２１】
　図１７に示すこれらの値は豚の大腸の例であるが、人の大腸の場合、豚の大腸より強度
的に強く、実際には、人の大腸の柔軟限界及び硬質限界は、これらの値のおおよそ、１．
５～２．０倍程度となる。したがって、この実施形態の場合、当該粘膜下層剥離処置具は
人の消化管用として使用されるので、柔軟部２０の強度も、人の大腸の柔軟限界及び硬質
限界を基準として設定される。
　柔軟部２０の強度を適宜値に設定する方法としては、材質を適宜選択したり、あるいは
厚さを適宜値に設定したりすることが挙げられる。
【００２２】
　バルーン１３よりも基端側の処置具本体１２の外周には、複数の目印が所定の間隔で等
間隔に配置されて処置具本体１２の先端部の挿入量を示す指標部２１が配設されている。
【００２３】
　高周波メス２２は、管状に形成された操作管２３と、操作管２３内を進退可能に配され
針状に形成された高周波ナイフ２４と、操作管２３の基端に接続されたナイフ操作部２５
とを備えている。
　ナイフ操作部２５は、ナイフ操作部本体２６と、高周波ナイフ２４の基端に図示しない
接続ワイヤを介して接続され、ナイフ操作部本体２６に対して進退可能なスライド部２７
とを備えている。スライド部２７には、図示しない高周波電源と接続可能な接続部２８が
配されている。
【００２４】
　次に、本実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システム１による手技、及び作用・効果に
ついて、図５～図１６を参照しながら、以下に説明する。
　粘膜下層剥離処置具システム１による粘膜下層を剥離するための方法は、粘膜下局注針
８を用いて粘膜下層４０に液体を注入して消化管の病変部４１を膨隆させる膨隆ステップ
と、膨隆した病変部４１の周りの粘膜４２に高周波メス２２を用いて孔４３を開ける孔開
けステップと、処置具本体１２の先端部１２ｂを孔４３に挿入する挿入ステップと、処置
具本体１２の先端部１２ｂが粘膜下層４０の剥離位置に来るように、先端部１２ｂの挿入
長さを指標部２１を視認しながら調整する長さ調整ステップと、処置具本体１２の最先端
部に設けられた柔軟部２０が固有筋層４４に突き当たって湾曲する湾曲ステップと、剥離
バルーン６のバルーン１３に気体又は液体を供給して膨張させ、粘膜下層４０を剥離する
剥離ステップと、高周波メス２２を用いて孔４３の周囲の粘膜４２および粘膜下層４０
を切開する切開ステップと、剥離した病変部４１を分離する分離ステップとを備えている
。
【００２５】
　粘膜下層剥離処置具システム１による粘膜下層を剥離するには、図５に示すように、ま
ず、膨隆ステップにて病変部４１に人工的な隆起をつくる。すなわち、粘膜下局注針８を
鉗子口９Ａからチャンネル２に挿入した内視鏡５の挿入部３を、病変部４１位置に接近さ
せた後、粘膜下局注針８から針体８ａを突出させ、その先端を粘膜４２から粘膜下層４０
内へ穿刺する。そして、この穿刺した針体８ａから生理食塩水等の局注液を注入する。こ
の際、粘膜下層４０内に局注液を注入して病変部４１に人工的な隆起をつくる。
　　膨隆後、針体８ａを粘膜下局注針８内に没入させて、チャンネル２から抜去する。
【００２６】
　　次に、図６に示す孔開けステップに移行する。
　　孔開けステップでは、まず、剥離バルーン６を鉗子口９Ａからチャンネル２に挿入し
、剥離バルーン６の先端部をチャンネル２の先端から突出させ、ナイフ操作部本体２６に
対してスライド部２７を先端側に移動して、高周波ナイフ２４を処置具本体１２の先端部
１２ｂから突出させる。この状態で高周波接続部２８に図示しないケーブルを介して接続
された高周波電源から高周波を供給するとともに、ナイフ操作部本体２６に対してスライ
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ド部２７をスライド操作し、高周波ナイフ２４を前進させながら粘膜４２に孔４３を開け
る。
　　孔４３を開けた後は、高周波の供給を停止し、スライド部２７を基端側に移動して高
周波ナイフ２４を操作管２３内に没入させる。
【００２７】
　粘膜下層４０までの深さの孔４３を開けた状態で、図７に示す挿入ステップに移行して
、処置具本体１２の先端部１２ｂを孔４３に挿入する。
　次に、図８に示す長さ調整ステップに移行して、指標部２１を目安にしながら剥離バル
ーン６の先端を、粘膜下層４０内に推し進めて、所定の位置まで挿入する。
【００２８】
　次に、図９に示す湾曲ステップへ移行する。つまり、剥離バルーン６の先端の挿入をさ
らに推し進め、処置具本体１２の最先端部に設けた柔軟部２０を、固有筋層４４に突き当
てて湾曲させる。
　なお、この湾曲ステップは、長さ調整ステップの中で、先端が固有筋層４２に達した後
は、自動的に移行するものであり、したがって、この意味においては、長さ調整ステップ
の一部として扱っても良い。
【００２９】
　この場合、剥離バルーン６の挿入力が弱いときには問題が生じないが、誤って強い力で
挿入した場合には、固有筋層４４を穿孔するおそれがある。しかしながら、本実施形態の
剥離バルーン６では、先端部に設けた柔軟部２０を、一定の力、すなわち、柔軟限界と硬
質限界との間の外力が加わった際に湾曲変形する程度に設定しているため、誤って強い力
で挿入されたとしても、柔軟部２０が湾曲して挿入される際の力を逃がす。このため、剥
離バルーン６の挿入による穿孔のおそれはない。
　なお、術者は、剥離バルーン６の挿入に要する力が変化することによって、柔軟部２０
が固有筋層４４に達して湾曲したことを知ることができる。
【００３０】
　湾曲ステップ後は、挿入を一旦停止し、図１０に示す剥離ステップに移行する。
　まず、注入口１１から気体または液体を処置具本体１２の管路１０内に導入する。この
とき管路１０の先端が封止部材１６で封止されているため、管路１０内の圧力が上昇して
気体又は液体がバルーン１３内に導入され、図１０に示すように、バルーン１３が膨張し
て粘膜下層４０が周囲に圧迫されて剥離される。
　次いで、気体又は液体の流入を止めて気体又は液体を注入口１１から放出させてバルー
ン１３を収縮させる。これにより、粘膜４２の表面から所望の深さまで粘膜下層４０が剥
離して、図１１に示す第１の空洞部４５ａが形成される。
【００３１】
　続いて、図１１、図１２に示す切開ステップに移行する。
　剥離バルーン６を孔４３の外に引き戻し、高周波ナイフ２４を処置具本体１２の先端部
１２ｂから突出させて第１の空洞部４５ａに挿入する。この状態で高周波電源から高周波
を供給しながら、図１２に示すように高周波ナイフ２４を孔４３から病変部４１の周囲に
沿って移動させ、孔４３の周囲の粘膜４２を切開する。
【００３２】
　ある程度の長さ切開後、高周波の供給を止めて高周波ナイフ２４を操作管２３内に収納
する。
　病変部４１の大きさに応じて第１の空洞部４５ａのみでは分離させることができない場
合、図１３、図１４に示すように、上述した長さ調整ステップ、剥離ステップ及び切開ス
テップを再度繰り返して行う。そして、図１４に示すように、第１の空洞部４５ａの先端
にさらに第２の空洞部４５ｂを形成する。
【００３３】
　こうして、病変部４１が周囲の粘膜４２から分離するまで、長さ調整ステップ、剥離ス
テップ及び切開ステップの処置を繰り返し行って、図１６に示すように、分離ステップに
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て病変部４１を管腔器官から分離する。
【００３４】
　なお、粘膜４２を剥離する際に行う出血、または高周波メス２２での切開時に伴う出血
等が生じた場合には、病変部４１の粘膜下層４０に伴う偶発病を未然に防ぐ止血を行う。
　すなわち、出血を確認した場合、出血部分近傍に剥離バルーン６の先端を近づけ、バル
ーン１３を膨張させて出血部分を圧迫して止血する。
【００３５】
この粘膜下層剥離処置具システム１によれば、処置具本体１２の最先端部に、柔軟限界と
硬質限界との間の外力が加わった際に湾曲変形する柔軟部２０を設けているため、剥離バ
ルーン６が粘膜下層４０に挿入される際、誤って強い力で挿入されたとしても、柔軟部２
０が湾曲して挿入される際の力を逃がす。このため、剥離バルーン６の挿入による固有筋
層４４への穿孔のおそれを低減できる。
【００３６】
　また、この粘膜下層剥離処置具システム１では、処置具本体１２の最先端部に柔軟部２
０を設けており、中間部に柔軟部を設ける場合に比べ、剥離バルーン６の基端側に与えら
れる操作押圧力を先端側に十分伝えることができる。このため、挿入の際の操作性が低下
するのを防止できる。
【００３７】
　次に、本発明の第２の実施形態について、図１８～図２２を参照しながら説明する。な
お、前述した第１の実施の形態と同様の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略
する。
【００３８】
　第２の実施の形態の粘膜下層剥離処置具システム５０が第１の実施の形態と異なるとこ
ろは、剥離バルーン５１の先端部に設けた柔軟部５５を、より長く設定し、かつ湾曲する
際に一定の曲がり特性を持たせた点である。
　図１８は、粘膜下層剥離処置具である剥離バルーン５１の側面図、図１９は図１８のＸ
－Ｘ線に沿う断面図、図２０は図１９のＹ－Ｙ線に断面図、図２１は図１９のＺ－Ｚ線に
沿う断面図である。
【００３９】
　剥離バルーン５１は、ルーメン５１Ａ、５１Ｂ、５１Ｃが３個形成されている。その内
の一つのルーメン５１Ａは、バルーン１３を膨らますため気体または液体を供給するため
の管路１０として、また、他の一つのルーメン５１Ｂは、高周波メス２２を貫通可能な挿
通路１８としてそれぞれ使用される。以上は、前記第１の実施形態と同様である。この第
２の実施形態では、さらにもう一つのルーメン５１Ｃが形成されている。このルーメン５
１Ｃは、湾曲可能な板材５２を挿入する板挿入スペース５３として使用される。なお、板
挿入スペース５３となるルーメン５１Ｃの先端部は、内部に液体や気体が侵入しないよう
、封止部材５４によって封止されている（図２０参照）。
【００４０】
　また、剥離バルーン５１の最先端部分に柔軟部５５が形成されている。なお、この柔軟
部５５についても、その強さは、柔軟限界と硬質限界との間の外力が加わった際に湾曲す
る値に設定されている。
【００４１】
　板材５２の長さは、剥離バルーン５１が内視鏡のチャンネルに挿入されて使用される際
に、内視鏡の先端から突出される突出長以上に設定されており、柔軟部５５の長さも同突
出長以上に設定されている。
　また、板材５２は、断面形状が長さ方向に変化することなく一定形状になっており、し
たがって、主にこの板材５２によって曲げ剛性が決定される柔軟部５５も、湾曲するとき
に一定曲率のカーブを描くように、処置具本体１２の長さ方向に沿ってほぼ一定の曲げ剛
性を有している。
【００４２】
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　さらに、板材５２は、横断面形状が長方形状となっており、厚さ方向へは曲がりやすい
ものの、幅方向へは曲がりにくくなっている。したがって、柔軟部５５も、この板材の影
響をうけて、図１９中（イ）方向へは曲がりやすく、（ロ）方向へは曲がりにくい特性を
有している。
　なお、板材５２は、例えば金属あるいはプラスチック等の弾性材料によって作られる。
【００４３】
　この第２の実施の形態による粘膜下層剥離処置具システムを用いた手技及びその作用効
果について説明する。
　第２の実施の形態の粘膜下層剥離処置具システム５０を用いた手技では、前述した第１
の実施の形態と同様に、膨隆ステップ、孔開けステップ、挿入ステップ、長さ調整ステッ
プ、（湾曲ステップ、）剥離ステップ、切開ステップ、分離ステップを備える。
　第２の実施の形態の粘膜下層剥離処置具システム５０を用いた手技において、第１の実
施の形態の手技と異なるところは、湾曲ステップの際に、処置具本体１２の先端部１２ｂ
の角度の調整ができる点である。
【００４４】
　第２の実施の形態による手技では、膨隆ステップ、孔開けステップ、及び挿入ステップ
を経て長さ調整ステップへ移行する。これらのステップは、前記第１の実施の形態で説明
したので、ここでは省略する。
【００４５】
　次に、図２２に示す湾曲ステップへ移行する。
　ここで、剥離バルーン５１を粘膜下層内に挿入するとき、内視鏡のチャンネルから突出
する剥離バルーンの先端部の板挿入スペース５３に挿入させた板材５２の先端の幅方向が
病変部４１近傍の粘膜４２と平行となるように、予め制御しておく。
【００４６】
　　　長さ調整ステップの後に続いて剥離バルーン５１の挿入を続けると、処置具本体１
２の先端部１２ｂが固有筋層４４に突き当たる。このとき、柔軟部５５の強さを、柔軟限
界と硬質限界との間の外力が加わった際に湾曲する値に設定しているので、図に示すよう
に湾曲する。
　ここで、内視鏡のチャンネルに挿入されて使用される際に、内視鏡から突出される突出
長以上となるように、柔軟部５５の長さを設定しており、しかも、柔軟部５５を、湾曲す
るときに一定曲率のカーブを描くように、その曲げ剛性を設定しているので、図に示すよ
うに柔軟部５５が湾曲する。つまり、内視鏡から突出する部分が全体で均一な湾曲となる
ように、かつ、処置具本体１２の最先端部が固有筋層４４と平行となるように湾曲する。
【００４７】
　このように、粘膜下に挿入される際の力を、処置具本体１２の先端部の長さ方向に沿っ
た広い範囲で逃がすことができ、このため、剥離バルーン５１の挿入による穿孔のおそれ
を、より一層低減することができる。また、湾曲変形後の処置具本体１２の最先端部が、
固有筋層４４にほぼ平行となるため、この状態で、挿入を続けた場合、処置具本体１２の
先端部を固有筋層４４に沿って移動させることができ、この結果、湾曲ステップ後、挿入
を一旦停止させることなくそのまま連続的に剥離バルーンの挿入操作を行って、処置具本
体１２の先端部を所望個所に位置させることができる。
【００４８】
　次に、剥離ステップ、その後切開ステップへと順次移行する。
　剥離ステップ及び切開ステップは、前記第１の実施の形態で説明したので、ここでは省
略する。
【００４９】
　その後、必要に応じて、さらに第１の実施の形態の場合と同様、長さ調整ステップ、剥
離ステップ、切開ステップまでの処置を順次繰り返して、隣接する図示しない空洞部を次
々に形成し、最後の分離ステップにて病変部を管腔器官から分離する。
【００５０】
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　この粘膜下層剥離処置具システム５０によれば、粘膜下に挿入する際、柔軟部５５が安
定した湾曲特性を発揮するから、湾曲の際の剥離バルーン５１の先端部の挙動をある程度
予測することができ、このため、剥離バルーン５１の先端部を所望個所に確実に挿入する
ことができる。
【００５１】
　また、この粘膜下層剥離処置具システム５０によれば、柔軟部５５が、一定の方向へ曲
がるような断面特性を有しているから、挿入時の姿勢を制御することにより、柔軟部５５
の湾曲方向を決定できる。このため、予め、挿入時の姿勢を制御することによって、湾曲
する柔軟部５５の先端を、粘膜下層４２の下側の固有筋層４４に平行となるように調整で
きる。この結果、湾曲した後であっても、穿孔を来すことなく、先端部の粘膜下層４２へ
の挿入操作を継続することができる。
【００５２】
　　また、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　　例えば、上述した実施の形態では、粘膜下層剥離処置具の例として、高周波メスを備
える剥離バルーン６を挙げて説明したが、本発明はこれに限られることなく、高周波メス
を備えない単なる剥離バルーンを、粘膜下層剥離処置具として利用しても良い。
　また、内視鏡に設けるチャンネルは、２個以上であってもよい。
　また、粘膜下層剥離処置具システムによる手技は上述したものに限定されるものではな
く、一部のみ実施しても構わない。
【００５３】
　（付記項１）
　　消化管の病変部を内視鏡的に切除するために、粘膜下層内に粘膜下層剥離処置具の先
端部が挿入されて粘膜下層を剥離するための方法であって、
　　膨隆した粘膜下層に、内視鏡のチャンネルの先端側開口部から突出する粘膜下層剥離
処置具の先端部を挿入する挿入ステップと、前記粘膜剥離処置具の先端部位置を前記粘膜
下層の剥離位置に合わせる長さ調整ステップと、処置具本体の先端部に設けられた柔軟部
が固有筋層に突き当たって湾曲する湾曲ステップと、前記粘膜剥離処置具によって粘膜下
層を剥離する剥離ステップとを備えることを特徴とする粘膜下層を剥離するための方法。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを示す側面図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムの剥離バルーンの側
面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムの剥離バルーンの断
面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムの剥離バルーンの先
端部の側面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層を
剥離するための方法を説明する図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層を
剥離するための方法を説明する図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層を
剥離するための方法を説明する図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層を
剥離するための方法を説明する図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層を
剥離するための方法を説明する図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
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を剥離するための方法を説明する図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１５】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【図１７】本発明の第１の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムの柔軟部の強度設
定に必要な、柔軟限界と硬質限界を説明する表である。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムの剥離バルーンの
側面図である。
【図１９】図１８のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図２０】図１９のＹ―Ｙ線に沿う断面図である。
【図２１】図１９のＹ―Ｙ線に沿う断面図である。
【図２２】本発明の第２の実施形態に係る粘膜下層剥離処置具システムを用いて粘膜下層
を剥離するための方法を説明する図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１、５０…粘膜下層剥離処置具システム、２…チャンネル、３…挿入部、６，５１…剥
離バルーン（粘膜下層剥離処置具）、１０…管路、１１…注入口、１２…処置具本体、１
３…バルーン（膨張部）、２０，５５…柔軟部、２２…高周波メス、４０…粘膜下層、４
１…病変部、４３…孔、５２…板材、５３…板挿入スペース、



(11) JP 4827440 B2 2011.11.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】



(12) JP 4827440 B2 2011.11.30

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(13) JP 4827440 B2 2011.11.30

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】



(14) JP 4827440 B2 2011.11.30

【図２１】 【図２２】



(15) JP 4827440 B2 2011.11.30

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  定政　明人
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  宮野　保男
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  矢沼　豊
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  高橋　一朗
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  柴木　謙二
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  中村　努
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  中川　剛士
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  倉　康人
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

    審査官  井上　哲男

(56)参考文献  特開２００５－００７１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８６２０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２９９６６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１１－５０８７９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平１１－５０５１４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５１２９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０３６４７０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　１７／３２　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／００　　　　



专利名称(译) 粘膜下层解剖装置及其系统

公开(公告)号 JP4827440B2 公开(公告)日 2011-11-30

申请号 JP2005159400 申请日 2005-05-31

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

当前申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 定政明人
宮野保男
矢沼豊
高橋一朗
柴木謙二
中村努
中川剛士
倉康人

发明人 定政 明人
宮野 保男
矢沼 豊
高橋 一朗
柴木 謙二
中村 努
中川 剛士
倉 康人

IPC分类号 A61B17/32 A61B1/00 A61B17/00

CPC分类号 A61B2017/00269

FI分类号 A61B17/32.330 A61B1/00.334.D A61B17/00.320 A61B1/018.515 A61B17/3205 A61B18/14

F-TERM分类号 4C060/FF02 4C060/FF04 4C060/FF06 4C060/FF23 4C061/GG15 4C061/HH57 4C160/KK03 4C160
/KK06 4C160/KK20 4C160/KK36 4C160/KK57 4C160/KL02 4C160/KL03 4C160/MM43 4C160/NN01 
4C160/NN07 4C160/NN09 4C160/NN11 4C160/NN21 4C161/GG15 4C161/HH57

代理人(译) 塔奈澄夫

审查员(译) 井上哲夫

其他公开文献 JP2006333943A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：用粘膜下剥离治疗装置接触病灶，或者用操作者用粘膜下剥离或插入治疗装置接触病灶时，用简单的方法将治疗装
置插入病灶内。它在病灶处以规定的角度。解决方案：治疗装置用于通过将远端部分插入粘膜下层以通过内窥镜切除胃肠道中的病
变来去除粘膜下层。处理装置具有处理装置的主体12，该主体具有轴向延伸的管和在近端侧连通管的注入口11，以及设置在管的远
端侧的膨胀部13。用从输注口供应的流体充气。在施加柔韧极限和硬极限之间的外力时弯曲和变形的柔韧部分20设置在处理装置主
体的远端附近。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/620026fd-126c-4e3a-b601-e1ea5a938822
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037555010/publication/JP4827440B2?q=JP4827440B2



